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○日時 平成29年６月15日 午前10時53分開会 

○場所 委員会室 

○議件 

１．議案第１号 平成29年度網走市一般会計補正 

予算中、所管分 

２．議案第２号 平成29年度網走市公共下水道特 

別会計補正予算 

３．議案第４号 網走市税条例の一部を改正する 

条例制定について 

４．議案第５号 網走市都市計画税条例の一部を 

改正する条例制定について 

５．議案第６号 網走市職員退職手当支給条例の 

一部を改正する条例制定につい 

て 

６．議案第９号  網走市簡易水道事業条例の一部 

を改正する条例制定について 

７．議案第10号 網走市公共下水道スラッジセン 

ター脱水設備外更新工事 

（機械）請負契約の締結につい 

て 

８．議案第11号  網走市消化ガス発電設備設置工 

事請負契約の締結について 

９．議案第12号  財産の購入について 

10. 議案第13号 市道の路線認定について 

11. 議案第14号 辺地に係る公共的施設の総合整 

備計画の変更について 

12. 請願第14号 地方財政の充実・強化を求める 

意見書提出についての請願 

13. 請願第15号 平成29年度北海道最低賃金改正 

等に関する意見書提出について 

の請願 

14. 陳情第33号 テロ等準備罪の立法について必 

要な事実を正確に伝えながら国 

民的議論を喚起することを求め 

る陳情 

15. その他 

（１）所管事務調査の実施について 

（２）行政視察について 

（３）作況調査の実施について 

─────────────────────── 

○出席委員（７名） 

 委 員 長    金 兵 智 則 

 副 委 員 長    立 崎 聡 一 
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            川原田 英 世 

            永 本 浩 子 

            古 都 宣 裕 

            松 浦 敏 司 

            渡 部 眞 美 

─────────────────────── 

○欠席委員（０名） 

─────────────────────── 

○委員外議員（０名） 

─────────────────────── 

○傍聴議員（４名）    

                        井 戸 達 也 

            佐々木 玲 子 

            田 島 央 一 

            山 田 庫司郎 

─────────────────────── 

○説明者 

 副 市 長    川 田 昌 弘 

 企画総務部長    岩 永 雅 浩 

 農林水産部長     川 合 正 人 

 観光商工部長    後 藤 利 博 

 観光商工部参事監    二 宮 直 輝 

 建設港湾部長    石 川 裕 将 

 水 道 部 長    佐々木 浩 司 

 職 員 課 長    小 松 広 典 

 財 政 課 長    林   幸 一 

 税 務 課 長    伊 倉 直 樹 

 農 林 課 長    梅 津 義 則 

 観 光 課 長    大 西 広 幸 

 観光商工部参事    高 井 秀 利 
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 都市整備課長    立 花   学 

 都市管理課長    高 橋   勉 

 都市管理課参事    阿 部 昌 和 

 港 湾 課 長    山 本 規与思 

 上 水 道 課 長    吉 田 憲 弘 

 下 水 道 課 長    中 村 昭 彦 

 

平成 29年 網走市議会 

 総 務 経 済 委 員 会 会 議 録 

平成 29年６月 15日（木曜日） 

 



- 2 -  

○事務局職員 

事 務 局 長    大 島 昌 之 

次     長    細 川 英 司 

総務議事係主査    寺 尾 昌 樹 

      係    金 川 由 樹 

 

午前10時53分開会 

○金兵智則委員長 ただいまから総務経済委員会を

開会いたします。 

 本日の委員会ですが、先ほど付託されました議案

11件、請願２件、陳情１件の合計14件について審査

します。 

 審査の進行につきましては、最初に農林水産部、

観光商工部、建設港湾部関係の議案を審査し、理事

者入れかえ後、企画総務部、水道部関係の議案を審

査します。 

 再度、理事者入れかえのあと、当委員会に付託さ

れています請願・陳情の審査を行います。 

 そのあと、その他として所管事務調査の実施につ

いて、行政視察の実施について、作況調査の実施に

ついて協議をいたします。 

 そのような流れでいきたいというふうに思ってお

ります。 

 それでは、議案第１号農林課所管分から順に説明

を求めます。 

 まず、地域連携長いも高付加価値化推進事業につ

いて説明を求めます。 

○梅津義則農林課長 議案資料５ページをごらんく

ださい。 

 平成29年度一般会計補正予算中、当課所管分地域

連携長いも高付加価値化推進事業について御説明を

申し上げます。 

 １の補正の理由及び内容についてでございます

が、大空町、東京農大及びオホーツク網走農協、網

走市の４者で連携して取り組んでおります長いもの

高付加価値化調査につきまして、昨年度実施した地

方創生加速化交付金事業の調査報告を受け、事業内

容を精査した結果、需用費が増額となったことか

ら、次の経費を追加補正するものです。 

 経費使途といたしましては、地域連携長いも高付

加価値化推進事業負担金として、500万円となって

おります。 

 経費追加となった理由といたしましては、本年度

実施予定の機能性物質の抽出、安定化研究や家畜へ

の効果調査、園芸食材への活用の調査項目の増加と

いうことによるものです。 

 ２の補正額につきましては、（１）の歳出予算、

（２）の歳入予算の表のとおりでございます。 

 なお、交付金につきましては６月１日付で採択の

決定を受けているものでございます。 

 以上で説明を終わります。 

○金兵智則委員長 それでは質疑を行います。 

○永本浩子委員 長いもの高付加価値化推進事業と

いうことで、前回代表質問で質問したときも、現在

インフルエンザウイルスに対する効果ということ

で、その成分抽出を安価にたくさん抽出できる方法

に関して、特許申請中という網走市にとってもとて

もうれしい内容のお話があったかと思うのですけれ

ども、現時点でその後の進展状況などわかるものが

あれば教えていただきたいと思うのですけれども。 

○川合正人農林水産部長 インフルエンザウイルス

に効くと言われていますリオスコリンの抽出方法に

ついて、東京農大とＪＡオホーツク網走で今、現在

特許出願中でありますが、まだ特許の取得というと

ころまでいっていないところであります。 

 現在も、リオスコリンの抽出方法については、生

成方法をより確実により多く効率的に抽出できるよ

うな研究をこれからもしていきたいというふうに考

えています。 

○永本浩子委員 その内容が認められて予算もふえ

たのだと思いますので、市にとってもこれが一つの

大きな産業の流れになっていけばとてもいいことだ

と思いますので、また、しっかりとその辺を推進し

ていただけますように、きちんと予算をいい形で使

っていただきますようにお願いいたします。 

 以上です。 

○金兵智則委員長 他にございますか。 

○川原田英世委員 長いもの高付加価値化というこ

とで、増額になっているということで、この取り組

みはすばらしいものだなと私も思っているのです

が、高付加価値化というよりも新たな用途の開発に

なってくるというような認識があって、高付加価値

化という言葉がちょっとなじまないなと思いながら

聞いていたのですけれども、そこで負担金というこ

とでありますので、大空町、東京農大、ＪＡオホー

ツク網走のそれぞれが負担をされていると思うので

すが、その負担のそれぞれの金額、割合を教えてい

ただきたいと思います。 

○梅津義則農林課長 負担の内訳ですが、網走市が

今回補正をいたしまして1,000万円、大空町が300万
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円、ＪＡオホーツク網走が200万円、総額で1,500万

円の需用費を予定しております。 

○川原田英世委員 総額1,500万円のうち市が1,000

万円ということで、国からの補助金もあるものです

から特段ないのですけれども、一つお伺いしたいの

ですが、長いもというとどうしても東藻琴というイ

メージがあって、市内の長いもの話は余り聞かない

のですけれども、栽培の割合だとか、そういった数

字をお持ちでしたら教えていただきたいのですけれ

ども。 

 大空町と網走市で全体の収量の何割を生産してい

るかという数字を、もしお持ちでしたら教えていた

だきたいのですが。 

○川合正人農林水産部長 長いもの東藻琴と網走市

の面積割合ということですが、現在、数字が手元に

はございませんが、網走も南部地区のほうで盛んに

生産をしてございます。 

 当初から、網走市とＪＡオホーツク網走が主体的

になっていたということもありまして、網走市のほ

うが今回も主体的に動こうということで、こういう

配分になったところであります。 

○川原田英世委員 経緯について、よくわかりまし

た。 

 やはり高付加価値化は進んで、農家さんがより生

産をふやしていける体制づくりが重要だと思います

ので、さらに進めていっていただければというふう

に思います。 

 以上です。 

○金兵智則委員長 他にございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

なければ、続きまして、オホーツク網走マラソン

開催負担金について説明を求めます。 

○高井秀利観光商工部参事 議案資料６ページをご

らん願います。 

 平成29年度一般会計観光振興費補正予算オホーツ

ク網走マラソン開催負担金について御説明いたしま

す。 

 補正の理由及び内容についてですが、オホーツク

網走マラソンの開催に対するスポーツ振興くじ助成

金、通称totoの交付決定に伴い、その財源を補正す

るものであります。 

 補正額についてですが、歳入では、諸収入のオホ

ーツク網走マラソン開催助成金として、712万円の

追加補正を行うものです。 

 これに伴いまして、一般財源の所要額が712万円

の減額となります。 

 以上で説明を終わります。 

○金兵智則委員長 質疑ございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

なしと認めます。 

 それでは続きまして、市道雨水管移設事業につい

て説明を求めます。 

○高橋勉都市管理課長 議案資料７ページをごらん

ください。 

 議案第１号平成29年度一般会計土木総務費補正予

算市道雨水管移設事業について御説明いたします。 

 補正の理由及び内容でありますが、北海道が実施

します右の沢川砂防工事に伴いまして、桂町５丁目

付近から錦町へ接続している市道雨水管の移設が必

要となったため、記載の実施設計調査費と移設工事

費の合計2,543万4,000円の経費を追加補正するもの

です。 

 ２の補正額でありますが、2,543万4,000円を新た

に追加補正するもので、財源内訳は、道負担金が

2,262万6,000円、一般財源が280万8,000円で、歳入

予算につきましては、記載のとおりでございます。 

 補正予算の説明については以上です。 

○金兵智則委員長 質疑ございますか。 

○古都宣裕委員 右の沢川砂防工事に伴いというこ

とで、砂防工事自体がいつ始まって、その前に、多

分移設をしなければいけないということなのですけ

れども、このスパンとしては、いつからいつまでに

かけて行うというのは決まっているのでしょうか。 

○高橋勉都市管理課長 北海道が実施します砂防工

事自体は、本年度９月ごろに着工されるというふう

に聞いております。 

 具体的には、支障物件となります今回の雨水管の

下流部から着手するということでお聞きしておりま

す。 

 現時点で完成の予定等については、把握してござ

いません。 

○古都宣裕委員 砂防工事に対しては９月ごろ始ま

るということで、移設をするためにということは、

９月までには移設が終わるという形なのでしょう

か。 

 こちらの移設は、いつからいつまでの間でやるよ

うな計画になっているのでしょうか。 

○高橋勉都市管理課長 移設に伴いまして、まず市

の工事としましては、工事の前に実施設計調査を行

います。 
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 その後、調査の実施設計の数値等をもとに、工事

については12月ごろになるという予定でございま

す。 

 なお、先ほど申し上げましたとおり、北海道の事

業も９月ごろから始まるということですが、この移

設の市道の雨水管が接続されている下の部分、錦町

側から砂防工事が始まるということで、市の移設が

完了しなければ、北海道の砂防工事が実施できない

という部分ではございません。 

○金兵智則委員長 よろしいでしょうか。 

○古都宣裕委員 いいです。 

○金兵智則委員長 他にございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

なければ次に移ります。 

 続きまして、都市整備課所管分で道路ストック修

繕事業、潮見鱒浦線歩道整備事業、一中グランド線

歩道整備事業を一括して説明を求めます。 

○立花学都市整備課長 議案資料８ページをごらん

ください。 

 平成29年度一般会計道路橋梁新設改良費補正予算

道路ストック修繕事業について御説明いたします。 

 補正の理由及び内容でありますが、社会資本整備

総合交付金事業における国庫補助金の減額に伴い、

道路整備に係る工事費2,250万円を減額補正するも

のでございます。 

 道路ストック修繕事業では、北浜地区の山里浜小

清水線延長270メートル、中園地区の呼人東藻琴線

延長460メートルの舗装修繕工事を予定しておりま

したが、国庫補助金の減額に伴い山里浜小清水線の

舗装修繕を取りやめ、事業進捗の遅れている呼人東

藻琴線延長420メートルの整備を行うこととするも

のでございます。 

 補正額でありますが、補正前の額が5,000万円だ

ったのを、今回、2,250万円減額補正し、補正後の

額を2,750万円とするもので、財源内訳につきまし

ては記載のとおりでございます。 

 歳入予算については記載のとおりでございます。 

 また、予定しております施工箇所につきまして

は、９ページに記載の位置図を御参照願います。 

 次に、議案資料10ページをごらんください。 

 平成29年度一般会計道路橋梁新設改良費補正予算

潮見鱒浦線歩道整備事業について御説明いたしま

す。 

 補正の理由及び内容でありますが、社会資本整備

総合交付金事業における国庫補助金の減額に伴い、

歩道整備に係る工事費1,500万円、土地購入費400万

円、合計1,900万円を減額補正するものでございま

す。 

 潮見地区の潮見鱒浦線歩道整備事業では、歩道整

備工事延長150メートル、面積3,770平米の土地購入

を予定しておりましたが、国庫補助金の減額に伴

い、歩道整備工事延長60メートルの整備、面積

1,450平米の土地購入を行うこととするものでござ

います。 

 補正額でありますが、補正前の額が3,100万円だ

ったのを、今回、1,900万円減額補正し、補正後の

額を1,200万円とするもので、財源内訳につきまし

ては記載のとおりでございます。 

 歳入予算については記載のとおりでございます。 

 また、予定しております施工箇所につきまして

は、11ページに記載の位置図を御参照願います。 

 次に、議案資料12ページをごらんください。 

 平成29年度一般会計道路橋梁新設改良費補正予算

一中グランド線歩道整備事業について御説明いたし

ます。 

 補正の理由及び内容でありますが、社会資本整備

総合交付金事業における国庫補助金の減額に伴い、

歩道整備に係る測量設計費200万円、工事費500万

円、補償費100万円、合計800万円を減額補正するも

のでございます。 

 台町地区の一中グランド線歩道整備事業では、歩

道整備に係る測量・設計、水道補償、歩道整備工事

を予定しておりましたが、国庫補助金の減額に伴い

工事を取りやめるものでございます。 

 補正額でありますが、補正前の額が800万円だっ

たのを、今回、800万円全額を減額するものでござ

います。 

 財源内訳につきましては記載のとおりでございま

す。 

 歳入予算についても記載のとおりでございます。 

 また、予定しておりました施工箇所につきまして

は、13ページに記載の位置図を御参照願います。 

 以上が、都市整備課所管分の補正予算でございま

す。 

○金兵智則委員長 質疑に入ります。 

○永本浩子委員 今の御説明で、予定していた工事

が大分取りやめになったり、縮小になったりという

ことなのですけれども、この国庫補助金が減額にな

った理由というのはどういうことなのでしょうか。 

○立花学都市整備課長 社会資本整備総合交付金事
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業につきましては、北海道の中でこのような歩道整

備であるとか、道路ストック修繕事業を取りまとめ

た形で、国への予算を前年度に要求を上げておりま

す。 

 その中で、北海道のほうで全道的な配分をいたし

まして、網走市につきましては、今回内示といたし

ましてこの金額が配分されたという状況でございま

して、実際に、全国的にも老朽化が非常に進んでい

るという状況から、予算の総体的な枠が非常に限ら

れているという中で減額されているということで考

えているところでございます。 

○永本浩子委員 わかりました。 

 もしかしたら、去年の台風被害ということで北海

道内ほかにもかなり被害が出たところがあったの

で、もしかしたらそちらのほうに予算を多く配分し

たということがあったのかなと思ったのですけれど

も、それとはまた別の問題ということでよろしいで

しょうか。 

○立花学都市整備課長 災害に関しては、別立ての

予算として確保されておりますので、全体的な社会

資本総合交付金の道路修繕、道路ストックに係る交

付金については、全国的なその前年度ベースでは、

ほぼ横並びの金額になっているということでお聞き

しておりまして、金額としては、国の予算措置とし

ては、従来からそう変わってはいないのですけれど

も、先ほど御説明したように、全国的な修繕を必要

とする路線がふえてきているということが現状だと

思っております。 

○永本浩子委員 わかりました。 

○金兵智則委員長 他にございますか。 

○松浦敏司委員 ここ数年、こういった形で国の減

額ということが出てきているということであります

けれども、市としては、こういった道路や歩道など

必要性があって国に申請するということで、今回の

この３件だけでもおよそ5,000万円ということにな

っていて、今回はだめだけれども、国に対して次に

どういった形でこの補助金の要請をしていく考えな

のか伺います。 

○立花学都市整備課長 近年、交付金の内示率が非

常に逓減されているということが、工事の進捗、必

要とされるところが進んでいないというのは、原課

といたしましても非常に工事がやりたくてもできな

いという状況でございます。 

 国のほうから限られた予算の中で、今後の交付金

の活用の仕方としては、より一層の選択と集中をし

てくださいという指導をいただいておりますので、

さらに選択と集中を考えた中で、限られた予算の中

で整備をしていかざるを得ないかなというふうに考

えております。 

 また要望につきましても、その要望額が要望に対

して下げられるということでこれまでも続いており

ますけれども、私たちとしても、進捗としておくれ

ている分を前年度よりも多く上げていきたいという

ことで考えているところでございます。 

○松浦敏司委員 非常に大変だと思うのですが、た

だやはり必要があって国に要望し、そしてそれをや

ろうとする。 

 しかし、それが国の補助対象にならないという

か、あるいはここまでというような形で制限される

ということで、しかし、場合によっては、市単独で

もやらざるを得ない状況になるのかもしれないと思

うのですが、その辺はどのようにお考えでしょう。 

○立花学都市整備課長 全体的な市の財政、お金に

かかわってきますので、やはり国のお金を活用しな

がら、歩道整備・道路ストック修繕等を行うこと

が、網走市にとっても非常にありがたいことですの

で、活用としては積極的に進めたいとは思っており

ますけれども、緊急性が非常に高まって、国の交付

金を待っていられないという状況になれば、市の単

独事業を投入するという考えも今後は検討しなけれ

ばならないというふうに考えております。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 市の財政状況もありますから、ただ、やはり市民

生活にとって、どうしても安全を守らなければなら

ないということが出てきた場合は、対応せざるを得

ない状況になるだろうというふうに思いますので、

それはしっかりと取り組んでいただきたいと思いま

す。 

 以上です。 

○金兵智則委員長 他にございますか。 

○古都宣裕委員 まず、８ページのほうなのですけ

れども、こちら減額に伴って山里浜小清水線を取り

やめた上で、今回、優先として呼人東藻琴線を先に

やるということになったのですけれども、どちらも

できれば優先してやりたい部分の中での減額で、や

むなしということで山里浜小清水線のほうを削った

と思うのですけれども、これは、やはり本来であれ

ば、この山里浜小清水線も直さなければいけない。 

 できれば急ぎたいというところだと思うのです

が、これを今回はやめて、今度来年になるのか、ス
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パンとしてどのように考えているのかお示しくださ

い。 

○立花学都市整備課長 今回、道路ストック修繕で

は、従来から山里浜小清水線、呼人東藻琴線の２路

線について、平成25年度当時から整備を行ってきて

おります。 

 計画では、もう既に両路線とも整備としては終わ

る年次で、当初の計画ではあったのですけれども、

なかなか交付金の減額に伴って進捗としてはおくれ

ているという状況で、昨年の補正予算等でも活用さ

せていただきながら、進捗としては図ってきている

ところなのですけれども、呼人東藻琴線と山里浜小

清水線を比較すると、若干、呼人東藻琴線の進捗が

おくれているという状況で、今回配分としては、呼

人東藻琴線の１点に絞って整備をしたいということ

で考えております。 

 実際に、工事として着手できなかった山里浜小清

水線につきましては、29年度に計画している路線に

ついて、順次整備を進めていきたいというふうに考

えているのですけれども、残りの整備延長として

は、今回の金額は、当初予算として5,000万円の予

算を計上していたのですけれども、5,000万円の予

算ベースで残り二、三年がかかるかなということ

で、私たちとしては、現在のところ計画を持ってい

る状況でございます。 

○古都宣裕委員 わかりました。 

 なるべく早く進めたい部分もありますけれど、国

の予算の関係もあってなかなかうまく進まないのだ

なというのもわかりました。 

 次に、10ページのほうなのですが、これもちょっ

とずつ延ばしていっていると思うのが、予算が削ら

れたことによって、３分の１程度までに縮小してし

まったと思うのですが、今回の減額によってのおく

れと、ここは確かに歩道がないところなので、完了

予定の計画としてどのような形になっているのでし

ょうか。 

○立花学都市整備課長 潮見鱒浦線の歩道整備事業

につきましては、平成25年度から工事を着手してい

るところでございます。 

 全体の整備延長といたしましては、1,260メート

ルの計画がございまして、平成25年から平成28年ま

での整備延長で510メートルの区間が完了している

ところでございます。 

 当初は、平成30年を最終年度ということで、順次

整備を進めてきているところでございますけれど

も、近年の交付金の減額に伴いまして、現在のとこ

ろ完成年度といたしましては、平成32年を予定して

いるところでございます。 

○古都宣裕委員 了解しました。 

 ここも、いせの里の高齢の方がいらっしゃる中

で、歩道の整備も重々必要だと思いますけれども、

順次おくれているのだなということがわかりまし

た。 

 次、12ページなのですが、大事業名の中で通学路

安全対策事業とある中で、この通学路の安全確保の

部分で一中グランドの歩道整備ということを、今

回、減額によって丸々取りやめてしまっているので

すが、これはやはり通学路の安全という部分ではか

なり優先度は高いのではないかなと思うのですけれ

ども、今回、取りやめたことによって、今後の計画

としてはどのような形になっているのか、お示しく

ださい。 

○立花学都市整備課長 今回の一中グランド線歩道

整備事業につきましては、通学路安全プログラムと

いうプログラムの中で、対策が必要となった箇所の

１カ所、一路線でございます。 

 その通学路安全プログラムの対策必要箇所として

位置づけられている箇所といたしましては、全体で

17路線がございます。 

 現在、17路線のうち２路線が完了しているのです

けれども、残り15路線がございます。 

 現在、一中グランド線のほかに、今年度整備を予

定しております北西３丁目斜め線、それから駒場北

１丁目３号線、これにつきまして、現在、工事のほ

うを今年度進めていきたいというふうに考えており

ます。 

 全ての15路線、残りの通学路安全対策が必要な路

線として集中的にその学区の工事を行っていくとい

うことではなく、配分を考えながら計画しているの

ですけれども、なかなか、その交付金の内定率が悪

いということで、非常に進捗がおくれているという

状況もあるのですけれども、ひと路線ひと路線を確

実に終わらせてから次の路線という形で工事を進め

ていきたいということもありまして、今回一中グラ

ンド線については、取りやめをする運びになりまし

た。 

 その分、北西３丁目斜め線と駒場北１丁目３号

線、これを今年度の工事として行っていきたいとい

うふうに考えているところでございます。 

○古都宣裕委員 内容としてわかりました。 
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 多分残りの15路線についても、それぞれ優先度と

いうのがあると思うのですけれども、近年、気候の

変化もあって、のり面がえぐれたりなどそういった

部分もありますので、そういった部分も加味しなが

ら、適時やっていただければな、と思います。 

 以上です。 

○金兵智則委員長 他にございますか。 

○川原田英世委員 国庫補助の減額ということで、

国の財政状況を見ても人口減少社会に向かっている

という観点からも、ここはある程度いたし方ない部

分は大きいと思うのですけれども、先ほど松浦議員

の質問からの答弁の中で、国のほうからの選択と集

中という言葉がありました。 

 これをどう判断するのかということがすごく重要

になってくるのかなと思いまして、選択と集中にも

いろいろな解釈があるのかなと、利用頻度が低いも

のをなくせという選択と集中なのか、緊急性が高い

ものなのか、そういう形であると思うのです。 

 例えばＪＲで言えば、道知事が選択と集中と言っ

て廃線という方向に向かっていくという考え方がま

ともなのかですとか、どういうふうに選択と集中と

いう国の方向を捉えたらいいのかというのは非常に

疑問がありまして、原課ではどのように把握されて

認識されているのか、まずお伺いしたいと思いま

す。 

○立花学都市整備課長 国の選択と集中という方向

性については、限られた予算の中で、そういったキ

ーワードで私たちに選択と集中をしてくださいとい

う形でお話いただいておりますけれども、私たちと

しては、事業の中でやはり安全面を一番に考えた選

択と集中が必要だというふうには考えているところ

で、具体的には舗装の修繕等については、長寿命化

を図るための道路施設の修繕事業ということで、安

全面という状況に至らない舗装修繕であれば、今後

は、舗装修繕よりも例えばロードヒーティングの更

新であるとか、通学路の安全を図るための歩道整備

について、集中的に投資をしていくことが必要では

ないかというふうに考えているところでございま

す。 

○川原田英世委員 よくわかりました。 

 ここの認識を一つ間違えてしまうと、何か違う方

向に進んでしまうのかなという気がしまして、確認

したかったので、その方向性は僕もその通りだと思

いますので、ぜひ進めていただければと思います。 

 以上です。 

○金兵智則委員長 他にございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

なければ、次に移ります。 

 続きまして、港湾課所管分の港湾建設費３件につ

いて一括して説明を求めます。 

○山本規与思港湾課長 議案資料14ページをごらん

ください。 

 平成29年度一般会計港湾建設費補正予算国直轄港

湾整備事業負担金について御説明いたします。 

 補正の理由及び内容でありますが、国の予算調整

によりまして、当初予算に計上しました要望事業費

が変更になりましたことから、負担金4,870万円を

減額するものであります。 

 減額補正となります事業内容は、新港地区南防波

堤延伸及び川筋地区物揚場改良事業で、それぞれ施

工延長を縮小するものであります。 

 補正額でありますが、歳出予算では、補正前の額

１億2,000万円を4,870万円減額補正し、補正後の額

を7,130万円とするもので、財源内訳は記載のとお

りであります。 

 歳入予算についても、記載のとおりであります。 

 また、施工箇所につきましては、15ページに記載

の位置図を御参照願います。 

 続きまして、議案資料16ページをごらんくださ

い。 

 平成29年度一般会計港湾建設費補正予算第４埠頭

岸壁改良事業について御説明いたします。 

 補正の理由及び内容でありますが、国の予算調整

によりまして、当初予算に計上しました要望事業費

が変更になりましたことから、工事請負費1,500万

円を減額補正するものであります。 

 減額補正となります事業内容は、岸壁エプロンの

舗装工事で、舗装面積を縮小するものでございま

す。 

 補正額でありますが、歳出予算では、補正前の額

4,500万円を1,500万円減額補正し、補正後の額を

3,000万円とするもので、財源内訳は記載のとおり

であります。 

 歳入予算については、記載のとおりであります。 

 また施工箇所につきましては17ページに記載の位

置図を御参照願います。 

 続きまして、議案資料18ページをごらんくださ

い。 

 平成29年度一般会計港湾建設費補正予算新港船揚

場改良事業について御説明いたします。 
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 補正の理由及び内容でありますが、新港船揚場施

設において、船舶上下架レールの損傷箇所が判明し

ましたことから、上下架施設の安全対策工事に要す

る経費、工事請負費970万円を追加補正するもので

あります。 

 追加補正になります事業内容は、新港船揚場の安

全対策として、上下架施設の水中部レールを交換設

置するものであります。 

 補正額でありますが、歳出予算では補正前の額

2,160万円を970万円増額補正し、補正後の額を

3,130万円とするもので、財源内訳は記載のとおり

であります。 

 歳入予算についても、記載のとおりであります。 

 また、施工箇所につきましては19ページに記載の

位置図を御参照願います。 

 港湾課所管の補正予算については、以上でござい

ます。 

○金兵智則委員長 それでは質疑に入ります。 

○古都宣裕委員 これについてもそれぞれ14ペー

ジ、16ページ、減額に伴ってそれぞれ５分の２程

度、３分の１程度を削っていると思うのですが、こ

れによる計画のおくれはどのような形になっている

のでしょうか。 

○山本規与思港湾課長 減額補正分につきまして

は、施工延長等縮小するものでございますけれど

も、次年度分からはその削られた分を増額要望して

いくことで考えております。 

○古都宣裕委員 それから、18ページの水中ブレー

ドの交換ということだったのですが、でき上がって

からしばらく経っている部分もあって、そういった

破損箇所も出てくるであろうと思うのですけれど

も、それぞれ耐用年数としてはそういったレールの

部分というのはまだまだ本来もつのでしょうか。 

 それともこれから順次出て来そうな形なのでしょ

うか。 

○山本規与思港湾課長 耐用年数といたしまして

は、まだまだ使用が可能でございますけれども、今

回レールの破損が判明いたしましたのは、レールの

摩耗の頻度が激し過ぎまして、片減りをしていたと

いうことで、ほかの箇所については、減りの具合も

少なくまだ使用は可能だと考えております。 

○金兵智則委員長 他にございますか。 

○松浦敏司委員 場所が場所ですし、海水がつかる

というようなことも当然あるわけで、そういう意味

では、その部分が多分摩耗が激しいのかなというふ

うに思うのですけれども、ほかの部分ではそういっ

た現象はなく、今回についてはその部分だけが極端

に破損が激しいと、こういうことでよろしいでしょ

うか。 

○山本規与思港湾課長 そのとおりでございます。 

○金兵智則委員長 他にございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

なければここで一度、お諮りをいたします。 

 議案第１号平成29年度網走市一般会計補正予算

中、所管分につきましては、全会一致をもって原案

可決すべきものと決定してよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

それでは決定をさせていただきます。 

 

○金兵智則委員長 続きまして、議案第12号財産の

購入についての説明を求めます。 

○阿部昌和都市管理課参事 議案資料58ページ、資

料10号をごらんください。 

 議案第12号財産の購入について御説明いたしま

す。 

 １の購入理由ですが、除雪ドーザは、除雪車両と

しての使用以外に夏季は道路等の補修工事にも使用

しており、現有車両につきましては、購入から14年

以上が経過し、老朽化による金属疲労や経年劣化と

思われる故障により、除雪作業に支障が生じている

ことから、国の社会資本整備総合交付金建設機械分

を活用し、車両更新しようとするものです。 

 ２の購入財産の概要につきましては、13トン級、

車輪式の除雪ドーザで、マルチプラウ・簡易着脱装

置付でございます。 

 去る５月25日に指名競争入札を行い、最低入札価

格者と仮契約を行っておりまして、購入金額、相手

方は資料に記載のとおりでありますことから、網走

市財産条例第二条の規定に基づき、議会の議決をい

ただいた上で本契約を行おうとするものです。 

 なお、納入期限につきましては、平成30年２月28

日としておりますが、可能な限り早い段階での納入

を目指しております。 

 以上です。 

○金兵智則委員長 質疑に入ります。 

○松浦敏司委員 必要なものだというふうには理解

しているのですが、納入期限ができる限りというこ

とですけれども、１月あたりからが一番使用頻度が

高くなるのだろうというふうに思うし、そういった

できる限りという点では、一番いいのは年内ぐらい
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に納入になるのが一番ふさわしいかと思うのです

が、その辺の見通しというのは、おおよそどのぐら

いと考えているのでしょう。 

○阿部昌和都市管理課参事 同型車両を平成25年度

にも購入した経過がございまして、その際には、年

内の11月末に納入された経過がございますので、今

回につきましても、そのように要望していきたいと

考えております。 

○金兵智則委員長 他にございますか。 

○永本浩子委員 指名競争入札ということになって

いますけれども、今回、何社くらいになったのでし

ょうか。 

○阿部昌和都市管理課参事 入札業者は３社で入札

を行っております。 

○永本浩子委員 ３社の中で競争入札をして北見の

業者さんに決まったということなのですが、その３

社の業者さんの中には、網走の業者はいなかったの

でしょうか。 

○阿部昌和都市管理課参事 業者につきましては、

市内が１社、市外が２社ということになっておりま

す。 

○永本浩子委員 市内業者も入った上での入札で、

ここの会社が一番安かったということですね。 

 わかりました。 

 了解です。 

○金兵智則委員長 他にございますか。 

○小田部照委員 除雪車両ということで、先ほど松

浦委員からもお話があったように、納入期限なので

すが、２月28日となっていますが、昨年も違う種類

ですけれど除雪車両を購入して、納入期限も同時期

だったと思うのですが、現場のほうでちょうどシー

ズン前に入ってきたという経過は聞いていますの

で、その辺の早まった経緯などわかれば教えていた

だきたいのですが。 

○阿部昌和都市管理課参事 経緯としては詳細はわ

からないのですが、車両の加工業者の努力で早まっ

たのかなと思っております。 

○高橋勉都市管理課長 補足させていただきますけ

れど、冬期の除雪車両につきましては、乗用車のよ

うに売っているものをそのまま納品ということには

ならなくて、専用の附属装置ですとか、あるいはそ

の除雪車両に適するような仕様にして納入していた

だくということになっておりますので、何せそうい

った特殊性を持っている車両なので、道内に特殊装

備をする事業所といいますか、会社のほうが限られ

ているということで、この時期、網走市以外の部分

でもこういった購入の契約がされていることが多い

と思いますが、言葉が適切かどうかわからないので

すが、加工する工場の順番待ちというのでしょう

か、順序によって早い段階にその工場で加工に着手

できると納品といいますか納入についても早くなる

というような、そういう仕組みになっているという

ことで御理解いただければと思います。 

○小田部照委員 わかりました。 

 ぜひまた今年度もシーズンに間に合うような、要

望をしていただきたいと思います。 

○金兵智則委員長 他に。 

○立崎聡一副委員長 ちょっと確認なのですが、除

雪ドーザということで、今、多分２台所有されてい

ると思うのですが、今回、現有車両の更新というこ

とで入れかわると思うのですが、もう１台あるもの

と同じタイプのものなのでしょうか。 

○阿部昌和都市管理課参事 もう１台あるものと同

じタイプ、同型となっております。 

○立崎聡一副委員長 同じタイプということで、若

干、現有車両のほうの重量が多分重いと思うのです

が、その辺は支障ないのでしょうか。 

○阿部昌和都市管理課参事 同じ車両になると認識

しております。 

○立崎聡一副委員長 除雪ドーザという名前なの

で、除雪のほうに支障がなければ別に問題はないの

ですが、現場の声を聞いたりしますと、ちょっと軽

いのではないかという話もありますので、全くでき

ないわけではないのですが、いずれにしても、時間

がかかったりですとか、いろいろな意味で経費がか

さむことも考えられますので、今回は、これで決ま

るのだと思うのですけれども、その辺もいろいろと

考えて、今後、購入のほうも、更新のほうもしてい

ただきたいなというふうに思います。 

 以上です。 

○金兵智則委員長 他にございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

なければ、お諮りをします。 

 議案第12号財産の購入については、全会一致をも

って原案可決すべきものと決定してよろしいでしょ

うか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

それでは、そのようにさせていただきます。 

 

○金兵智則委員長 続きまして、議案第13号市道の
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路線認定についての説明を求めます。 

○高橋勉都市管理課長 議案資料59ページ、資料11

号をごらんください。 

 議案第13号市道の路線認定について御説明いたし

ます。 

 認定します路線は、路線番号703、卯原内嘉多山

線で、路線の延長、敷地幅員等は記載のとおりでご

ざいます。 

 認定の理由ですが、市道嘉多山中央線の道道昇格

に伴いまして、市道となる道道嘉多山卯原内停車場

線を市道卯原内嘉多山線として、新たに認定するも

のでございます。 

 60ページには、市道認定の位置図を添付しており

ますので御参照いただければと思います。 

 以上で説明を終わります。 

○金兵智則委員長 質疑ございますか。 

○古都宣裕委員 かねてより、同じようなお話が何

回もあると思うのですけれども、嘉多山中央線が道

道に昇格することもわかるのですが、今回道道が市

道になるということで、この道路もミルクローリー

など非常に酪農家さんが多い地域と認識しているの

ですが、除雪体制などそういったものの変化という

のは、道道のときと同様の形になるのでしょうか。 

○高橋勉都市管理課長 嘉多山中央線の道道昇格に

伴います道道と同じような除雪を含めた道路の維持

管理という部分は、過去の委員会等でも御質問があ

った部分かと認識しておりますが、過去にもお答え

していますとおり、今後において道道から市道にな

る部分、逆も当然そうなのですが、それぞれの道路

管理者、網走市、北海道の部分においても、そうい

った道路の維持管理について、道道になったから市

道になったから、除雪がこうなったということのな

いように双方で努めていきたいと考えております。 

○古都宣裕委員 今までいただいた答弁と同じで、

またそれを維持していただけるということでの答弁

だと思うのですけれども、やはり道路近くに住んで

いる酪農家さんたちは非常にそこを心配しています

ので、そこを間違いなく有言実行していただければ

と思います。 

○金兵智則委員長 他にございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

なければお諮りします。 

 議案第13号市道の路線認定については、全会一致

をもって原案可決すべきものと決定してよろしいで

しょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

それではここで、理事者入れかえのため暫時休憩

をいたします。 

午前11時47分休憩 

午後１時00分再開 

○金兵智則委員長 それでは再開します。 

 初めに、議案第２号網走市公共下水道特別会計補

正予算について審査をした後、企画総務部、水道部

関係の審査を行いたいというふうに思います。 

 それでは、議案第２号平成29年度網走市公共下水

道特別会計補正予算について説明を求めます。 

○中村昭彦下水道課長 議案資料20ページをごらん

願います。 

 議案第２号平成29年度網走市公共下水道特別会計

補正予算について御説明いたします。 

 補正の理由及び内容でございます。 

 国庫補助金の減額に伴いまして、公共下水道事業

に係る工事費を減額補正するものでございます。 

 減額金額は、7,240万円でございます。 

 補正額ですが、歳出予算は補正前の額が５億

7,716万7,000円、補正額はマイナス7,240万円、財

源内訳は記載のとおりでございまして、補正後の金

額は５億476万7,000円でございます。 

 歳入予算は、記載のとおりでございます。 

 また、補正後の施工箇所については、議案資料21

ページに記載のとおりでございます。 

 内容といたしましては、網走市公共下水道南部２

－２排水区雨水幹線管渠布設工事、「ゲオ」の前か

ら「クロネコヤマト」の前の区間を中止することと

しております。 

 委託費の増額についてですが、平成30年度の事業

要望が、５月に提出しました工事内容の中に高額な

機器の工事があるため、北海道の積算要領により価

格調査を委託し、適正な価格にて積算することとな

っているため、更新機器実勢価格調査を追加するも

のであります。 

 続きまして、議案資料22ページをごらん願いま

す。 

 平成29年度網走市公共下水道特別会計補正予算に

ついて、単独事業についての御説明をいたします。 

 補正の理由及び内容でございます。 

 昨年、下水道施設石綿含有調査をした結果、下水

道施設の煙突内にアスベストが含有していることが

判明したことから、改修工事を実施するため、単独

事業に係る工事請負費を増額補正するものでござい
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ます。 

 増額金額は、1,100万円でございます。 

 補正額ですが、歳出予算は補正前の額が7,440万

6,000円、補正額がプラス1,100万円、財源内訳は記

載のとおりでございます。 

 補正後の金額は8,540万6,000円でございます。 

 歳入予算は、記載のとおりでございます。 

 また、補正後の施工箇所につきましては、議案資

料23ページに記載のとおりでございます。 

 内容といたしましては、下水道施設でありますス

ラッジセンター、つくしヶ丘中継ポンプ場の煙突改

修工事を実施するものでございます。 

 説明は以上でございます。 

○金兵智則委員長 質疑に入ります。 

○松浦敏司委員 20ページの公共下水道特別会計補

正予算の関係で、7,240万円の減額ということであ

ります。 

 工事をしないことによって、影響といいますか支

障というのはないのでしょうか。 

 その辺、伺いたいと思います。 

○中村昭彦下水道課長 １－８配水区という「ホー

マック」から「眼鏡市場」までが本年度で完了する

ということもありまして、つくしヶ丘地区の道路冠

水が解消されるというふうに考えております。 

 「ゲオ」から「クロネコヤマト」の間は、以前、

ちょっと年数は忘れたのですが、雨水管の整備は一

時終わっていまして、それの引き続きなものですか

ら、影響はないかと思っております。 

○松浦敏司委員 ないことはないと思うのですが、

いずれにしても、一定程度以前にやっているという

点で、ということなのだろうと思います。 

 ここに委託料の700万円はそのまま増額という形

になるのだろうと思うのですけれども、この辺はど

ういう関係でこのようになるのか伺いたいと思いま

す。 

○中村昭彦下水道課長 ５月に平成30年度の予算要

望、北海道に上げる要望があったのですが、その中

で高額な機械が一部ありまして、それに対する機器

の調査を前年度にやっておかないと、次の年４月に

入ってからすぐ工事に入れないというような状況が

ありますので、今回要望した結果、その調査を必要

として今回増額補正させていただいています。 

○松浦敏司委員 その辺は理解いたしました。 

 それで、いずれにしても、これは今回だめだけれ

ども、また折を見て同じように国に対して要望して

いくということになるのだろうと思うのですが、そ

の予定というのはどのようなものなのでしょう。 

○中村昭彦下水道課長 本年実施できなかった事業

については、北海道に必要性をしっかりアピールを

して、多くの予算をつけてもらえるように努力して

いきたいと思っています。 

 また来年は、本年度実施できなかった事業につい

ては、優先的に早期に実施していきたいと思ってお

ります。 

○松浦敏司委員 理解しました。 

 それで次に、22ページのこれは単独事業での下水

道施設のアスベストの関係ですけれども、一番問題

なのは、工事のときに飛散しないような形を多分と

るのだろうと思うのですけれども、どういった業者

がこの工事をなさるのでしょう。 

○小原功建築課長 ただいま、学校施設や美術館の

改修工事を行っておりますけれども、その施設につ

きましては、札幌のアスベスト除去の専門業者が法

や指針に基づいた養生を行いながら、撤去工事を行

うものでございます。 

○松浦敏司委員 安全に飛散しないような形でやっ

ていただけるということのようですので、それはわ

かりました。 

 私からは以上です。 

○金兵智則委員長 他にございますか。 

○永本浩子委員 ちょっと参考までに、先ほどの更

新機器は金額の高いもので、多分来年それを請求す

るために今回その価格の調査をするという御説明だ

ったのですけれども、具体的にはどういった機器に

なるのでしょうか。 

○中村昭彦下水道課長 来年の工事内容としては、

反応タンクといいまして、汚水をきれいにする施設

を来年度、実施する予定をしています。 

 その中で、散気装置と言いまして、空気を入れて

微生物できれいにするという装置がありまして、そ

の部分の機械の価格調査を行おうと思っておりま

す。 

○永本浩子委員 汚水をきれいにする大事なところ

だと思うのですけれども、その価格調査ということ

で、大体どれくらい高額なのでしょう。 

○中村昭彦下水道課長 ちょっと今、手元に資料が

ないのですが、確か7,000万円ほどの機器だったと

思います。 

○永本浩子委員 了解いたしました。 

○金兵智則委員長 他にございますか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なければ採決に移ります。 

 議案第２号平成29年度網走市公共下水道特別会計

補正予算につきましては、全会一致をもって原案可

決すべきものと決定してよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

そのようにさせていただきます。 

 

○金兵智則委員長 それでは続きまして、議案第４

号網走市税条例の一部を改正する条例制定について

説明を求めます。 

○伊倉直樹税務課長 議案資料36ページ、資料２号

をごらんいただきたいと存じます。 

 議案第４号網走市税条例の一部を改正する条例制

定について御説明申し上げます。 

 改正の趣旨でございますが、地方税法等の一部改

正に伴い、当該条例の関係部分について所要の改正

を行うものでございます。 

 改正の内容でございますが、１点目は、個人市民

税に関する引用条文の整理についてで、附則の条文

中、「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に文

言を改めるもので、税額等の変更はございません。 

 ２点目は、家庭的保育等の事業に係る固定資産税

のわがまち特例の導入についてで、市町村の認可を

受けた事業主等が行う家庭的保育事業等の用に供す

る施設等の固定資産税の課税標準について、国の参

酌規定に準じて特例の割合を２分の１とする規定の

条文を新たに整備するもので、現状の特例割合に変

更はなく、現時点での該当事業所はございません。 

 ３点目は、企業主導型保育事業に係る固定資産税

のわがまち特例の導入についてで、子ども・子育て

支援法に基づく政府の補助を受けた事業主等が行う

事業所内保育の用に供する施設等の固定資産税の課

税標準について、国の参酌規定に準じて特例の割合

を２分の１とする規定の条文を新たに整備するもの

で、こちらも現時点で該当する事業所はございませ

ん。 

 ４点目は、市民緑地に係る固定資産税のわがまち

特例の導入についてで、都市緑地法の改正により、

緑地保全緑化推進法人が市町村長の認定を受けた設

置管理計画に基づき設置管理する市民緑地の土地の

固定資産税の課税標準について、国の参酌規定に準

じて特例の割合を３分の２とする規定の整備を新た

に行うもので、現状、該当する事業所はございませ

ん。 

 ５点目は、地方税法の改正に伴う固定資産税に関

する条文の整理についてで、主に条項の整理とわが

まち特例の導入に伴う固定資産税に係る軽減割合に

ついて規定するものでございます。 

 ６点目は、地方税法の改正に伴い、軽自動車税の

文言等を整理するもので、平成31年10月１日の消費

税10％引き上げの施行に向けて、附則第６条中、軽

自動車税の次に「の種別割」を加えたほか、車種別

区分に合わせて同条の表の文言整理を行うもので、

税額の変更はございません。 

 本条例の施行期日及び経過措置につきましては、

３の施行期日等に記載のとおりでございます。 

 また、新旧対照表につきましては、38ページから

40ページに記載のとおりでございます。 

 以上で説明を終わります。 

○金兵智則委員長 質疑に入ります。 

○松浦敏司委員 まず、個人市民税に関する１の部

分なのですが、「控除対象配偶者」からこれを「同

一生計配偶者」に改めるというふうになっているの

ですが、これはどういう違いがあるのか、名前を変

えるということですから、何らかの目的があって変

えるのだろうと思うのですが、その辺、教えていた

だきたいと思います。 

○伊倉直樹税務課長 この目的といいますか、背景

も関係してくると思うのですが、まず配偶者控除と

いうのは、現在に比べて専業主婦世帯が非常に多か

った50年以上前の昭和36年に創設された制度なので

すけれども、その時代に比べて、現在のライフスタ

イルが非常に変わってきたということと、共働きの

世帯がふえたということで、その働き方も配偶者控

除内のパート主婦の方から、控除を超えた共働きの

方など、多様な状況にあるということを踏まえた中

で、このたび、平成30年の改正で「控除対象配偶

者」から名称を「同一生計配偶者」ということ、そ

れからもう一つ大きな特徴としましては、今まで主

な生計の主体となるのは一般的に夫になると思うの

ですが、この方の所得の制限が加わるということに

よって、今回名称が変わったという背景がございま

す。 

○松浦敏司委員 何となくわかりました。 

 それで、実は配偶者控除の関係で、103万円を今

度は150万円ぐらいまでという案もあるのではない

かと思うのですが、そういった関係は、個人市民税

云々というところと関連しているのだろうと思うの

ですが、その辺どうなのでしょう。 
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○伊倉直樹税務課長 今、お話ありましたが、主に

一般的と言いますか、主に夫の扶養の範囲内で働く

多くの女性のパート職員の方がいらっしゃると思う

のですが、その方たちというのは、一般的に所得税

で言いますと、年収で103万円の壁というのを非常

に意識しながら就業調整を行っているという雇用環

境というのがあるのではないかというふうに思いま

して、長年にわたるそういった部分の是正をするた

めに、また、女性のさらなる活躍を推進するという

背景もございまして、これまでは103万円の収入で

あれば最大38万円の配偶者控除を受けられたのが、

今度の改正で150万円まで働いても同様38万円の控

除を受けられるという形になるということはござい

ます。 

○松浦敏司委員 よく見えてきました。 

 そういう意味では、我々一般市民にとっても、こ

れまで以上に働いても控除がこれまでどおり受けら

れるという点で、労働者にとっては有利なことにな

るのだろうというふうに思いますので、わかりまし

た。 

 次に２番目、家庭的保育等の事業に係る固定資産

税のわがまち特例の導入ということで、現在におい

て市内にはないということなのですが、ここにある

「事業所内保育の」というふうにあるのですけれど

も、これは市の認可が必要なものなのか、それと

も、どういうものなのか伺いたいと思います。 

○伊倉直樹税務課長 今、お話のありました事業所

内保育という事業の内容ですが、まずこちらの事業

にしましては、主に、事業所に設けた保育施設など

で保育を必要とする従業員の子供を優先として、ま

た、地域の子供も一緒に保育できるという事業でご

ざいまして、こちらの事業は、市町村の文化事業と

いうことになっておりますが、網走市内では、今の

ところ事業所内保育で市の認可を受けている事業所

はございません。 

○松浦敏司委員 では、市の認可を受けていない中

での事業所内保育をやっているところはあるのでは

ないかと思うのですが、その辺はどのように把握を

しているのでしょう。 

○伊倉直樹税務課長 基本的に、認可外保育になる

と思うのですが、こちらの所管は北海道になりま

す。 

 お聞きしたところ、現時点では、先ほどお話しし

た事業所内保育的なものをやっているのは４施設あ

るというふうに聞いておりまして、それ以外に、私

立一般ということで、従業員以外よりもっと広くい

ろいろな形での受け入れをしている事業所が１カ所

あるというふうに聞いております。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 思っていたよりあるのだなというふうに思いま

す。 

 それで、ここの中で地方税法の規定を参酌して２

分の１とするというふうにあるのですが、これはこ

の規定の範囲というのは、２分の１とするというふ

うになっているのですが、一定の範囲があるのでは

ないかと思うのですが、それはどういう範囲からど

の範囲までなのでしょう。 

○伊倉直樹税務課長 国が定める参酌標準というの

は２分の１なのですけれども、その範囲につきまし

ては、３分の１から３分の２という範囲内という規

定になっております。 

○松浦敏司委員 そういう中で市としては、国の参

酌に基づいて２分の１にしたということなのだろう

と思うのですが、例えば、３分の２というようなこ

とは、今のところ考えていないということでよろし

いのでしょうか。 

○伊倉直樹税務課長 一つ言えることは、国の基準

というのが、今回その２分の１ということになって

いるのですけれども、まずそこからその参酌基準を

超えた設定をする理由が見当たらないといいます

か、まずそういうのが一つあると思いますし、聞く

ところによりますと、ここの部分というのは、大き

くは都市部における保育の待機児童が非常に多いと

いう部分が根底にあるということで、網走市につき

ましては、今のところ、なかなかそういった都市部

と同じような状況にはないということもございまし

て、国の参酌基準を用いたということでございま

す。 

○松浦敏司委員 よくわかりました。 

 次に、３番目の企業指導型保育事業と、これも市

内にはないということでありますけれども、これと

２番との違いというのはどうなのかよくわからない

部分もあるので、その辺を説明していただきたいと

思います。 

○伊倉直樹税務課長 まず、この企業主導型保育事

業というのは、新たにできた事業の枠組みになるの

ですけれども、こちらも主に事業所内においての従

業員の子供の保育を中心とした、企業が主導型の保

育施設ということになるのですけれども、大きな違

いとしましては、子ども・子育て支援法に基づく、
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国、政府の補助金を受けて実施するというのがこの

企業指導型保育事業で、先ほどの事業にはそういっ

た補助金がありませんので、そこは大きく違うとい

うことになるのですけれども、また、さらに特徴的

なことを申しますと、まず、市町村の認可が不要だ

ということと、複数の企業体による共同運営が可能

であること、また、これも非常に都市部で見られる

現象だと思うのですが、延長保育や夜間保育、休日

の預かりと、こういったことが柔軟に対応できると

いうことが先ほどの保育事業とは大きな違いかと思

っております。 

○松浦敏司委員 これもよくわかりました。 

 市内に、これは今のところないということであり

ますので。 

あと４番目の、市民緑地にかかる固定資産税のわ

がまち特例の導入ということですが、これも同じく

市内にはないということなのですが、これは地方税

法附則の規定を参酌して３分の２とするというふう

になっているのですが、これも一定の範囲の中で３

分の２というふうにしているのだと思うのですが、

この辺でも内容を説明していただきたいと思いま

す。 

○伊倉直樹税務課長 こちらにつきましては、市民

緑地の認定にかかわるのですけれども、地方公共団

体による都市部での都市公園整備には財政的な限界

があると言われている中で、民地の空き地を活用す

ることにおきまして、都市において不可欠な緑地等

を確保しまして、都市公園整備の不足を補完すると

いうことを大きな目的としまして、良好な都市環境

の形成に寄与する民間事業者の取り組みを積極的に

評価し、その取り組みを促進するということになる

のですけれども、網走市におきましては、これもな

かなか都市部を想定している部分が非常に大きいと

いうふうに聞いておりますが、緑化不足という状況

には必ずしもなくて、今のところ、こういった事業

に該当するものはないのかなというふうに考えてお

ります。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 それで、６番目の軽自動車に関する文言の整理と

いうことで、ここに種別割というような言葉も出て

きておりまして、平成31年の消費税10％に云々とい

う説明もあったわけですが、この辺でもちょっとわ

からないので、もう少しわかりやすく説明していた

だきたいと思います。 

○伊倉直樹税務課長 議案資料の39ページの新旧対

照表のほうもごらんいただきたいのですけれども、

こちらの左側が「現行」で、右側に「改正後」とい

うことになっておりますが、現行欄の左側、「新条

例第82条第２号ア」については、軽自動車税の３輪

以上の車種・目的別区分について規定をしておりま

して、この一つの区分アの部分というのは、５区分

になっているのですが、この一つの区分を今度改正

後の右側の改正表のほうでいきますと、第82条第２

号のアというのが、（イ）と（ウ）a、（ウ）bの３

つの区分にしておりまして、この区分の内訳としま

しては、上から3,900円が３輪で、下の6,900円と1

万800円、真ん中の部分ですがこれが４輪乗用。そ

して3,800円と5,000円が貨物ということで、左と右

を見てもらえればわかるように、税額の変更という

のはなく、あくまで表の区分として、今回、改正を

しているということになっておりまして、その次の

その下の「附則第16条」という部分につきまして

は、グリーン化特例に係る重課、つまり13年を超え

る年式の車についての軽自動車税の適用を書いてい

るのですけれども、こちらにつきましても、先ほど

お話ししました３区分の３輪・乗用・貨物という形

での適用区分をこちらで改めて整理をしたというこ

とになっております。 

○松浦敏司委員 これによって、今、説明があった

ように、現時点では、税額は基本的には変わらない

というふうに捉えてよろしいですね。 

○伊倉直樹税務課長 税額の変更はございません。 

○松浦敏司委員 とりあえず、わかりました。 

 難しい中身ではありますが、理解いたしました。 

○金兵智則委員長 他にございますか。 

○永本浩子委員 先ほど松浦委員の質問のときに、

「控除対象配偶者」が「同一生計配偶者」に変わっ

たその背景ということで質問があった中で、主たる

者への所得制限が加わったというふうにおっしゃっ

ていたような気がしたのですが、もう一度その辺を

確認したかったのですけれども。 

○伊倉直樹税務課長 これまで配偶者控除を受ける

場合というのは、主たる生計の生計者、一般的には

旦那さんなのかもしれませんけれども、そちらのほ

うの所得制限というのはなかったのですけれども、

今回は３段階に分かれることになりまして、まず、

主たる生計者の所得金額が「900万円を超えて950万

円以下」の枠組みと、それから、「950万円を超え

て1,000万円以下」の枠組み、それから、「1,000万

円を超えた場合」には、所得で配偶者控除の対象外



- 15 -  

という形が新たに設けられたということになってい

ます。 

○永本浩子委員 ということは、先ほど配偶者控除

が150万円まで働いても38万円の控除が受けられる

ということだったのですけれども、主たる生計者の

ほうの収入が「900万円から950万円」のときと、

「950万円から1,000万円」の２段階ではその配偶者

控除を受けられる金額に今度差が出るのでしょう

か。 

○伊倉直樹税務課長 所得で900万円までは38万円

受けられますけれども、900万円を超えた段階で、

段階的に控除額が減っていくということになりま

す。 

○永本浩子委員 了解しました。 

○金兵智則委員長 他にございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

なければ、ここでお諮りをします。 

 議案第４号網走市税条例の一部を改正する条例制

定について、全会一致をもって原案可決すべきもの

と決定してよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○金兵智則委員長 次に移ります。 

 続きまして、議案第５号網走市都市計画税条例の

一部を改正する条例制定について説明を求めます。 

○伊倉直樹税務課長 議案資料の41ページ、資料３

号をごらんいただきたいと存じます。 

 議案第５号網走市都市計画税条例の一部を改正す

る条例制定について御説明申し上げます。 

 改正の趣旨でございますが、地方税法等の一部改

正に伴い、当該条例の関係部分について所要の改正

を行うものでございます。 

 改正の内容でございますが、１点目は、企業主導

型保育事業に係る都市計画税のわがまち特例の導入

について、市税条例の改正同様、わがまち特例の導

入に伴う都市計画税の課税標準について、地方税法

の附則の規定を参酌し、特例の割合を２分の１とす

る規定の整備を新たに行うもので、該当する事業所

は今のところございません。 

 ２点目は、市民緑地に係る都市計画税のわがまち

特例の導入についてで、市税条例の改正同様、わが

まち特例の導入に伴う都市計画税の課税標準につき

まして、地方税法の附則の規定を参酌し、特例の割

合を３分の２とする規定の整備を新たに行うもので

ございまして、現状該当するところはございませ

ん。 

 ３点目は、地方税法の改正に伴う都市計画税に関

する条項の整理についてでございます。 

 本条例の施行期日及び経過措置につきましては、

３の施行期日等に記載のとおりでございます。 

 また、新旧対照表につきましては、42ページから

43ページに記載のとおりでございます。 

 以上で説明を終わります。 

○金兵智則委員長 質疑に入ります。 

○松浦敏司委員 これは先ほどの議案第４号市税条

例の一部改正と同様の形なのだろうと、それが都市

計画税というふうになっていると思うので、また今

のところ、当市に対象となるものがないということ

なので、これは了承いたします。 

○金兵智則委員長 他にございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なければ採決に移ります。 

 議案第５号網走市都市計画税条例の一部を改正す

る条例制定について、全会一致をもって原案可決す

べきものと決定してよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

そのようにします。 

 

○金兵智則委員長 続きまして、議案第６号網走市

職員退職手当支給条例の一部を改正する条例制定に

ついて説明を求めます。 

○小松広典職員課長 議案資料44ページ、資料４号

をごらんいただきたいと存じます。 

 議案第６号網走市職員退職手当支給条例の一部改

正概要について御説明申し上げます。 

 初めに改正の趣旨でございますが、退職者が求職

活動する場合、雇用保険法の失業給付に当てはめ、

在職年数に応じた一般の退職手当がその失業給付額

に満たない場合は、その差額を特別の退職手当とし

て支給することとしておりますが、今般、雇用保険

法が改正され、当該条例の関係部分について所要の

改正をしようとするものでございます。 

 改正内容でございますが、失業給付の給付内容等

が変更されることに伴う引用条文の整理で、１点目

は、雇用情勢が悪い地域に居住する者の給付日数を

60日延長する暫定措置を５年間実施し、また、災害

により離職した者の給付日数を原則60日延長できる

こととするものでございます。 

 ２点目は、職業安定法に規定する職業紹介事業者

等の紹介した職につくために、住所を変更するもの
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に対しても移転費の支給対象とし、３点目は、その

他文言の整理を行うものでございます。 

 施行期日等につきましては、所要の経過措置を設

け、（１）給付日数の延長と、（３）の文言整理に

つきましては、公布の日から施行し、平成29年４月

１日から適用し、（２）の移転費の支給関係は、平

成30年１月１日から施行しようとするものでござい

ます。 

 条例の新旧対照表につきましては、後段に添付し

てあるとおりでございます。 

 説明は以上でございます。 

○金兵智則委員長 質疑に入ります。 

○永本浩子委員 ここの改正内容のところの（１）

の雇用情勢が悪い地域ということなのですけれど

も、これに関する規程というのはどのようになって

いるのでしょうか。 

○小松広典職員課長 雇用情勢が悪い地域といいま

すのは、都道府県が地域雇用開発促進法に基づい

て、地域雇用開発計画を策定して、厚生労働大臣の

同意を受けた地域になっておりまして、網走市はこ

ちらのほうに入っておりません。 

○永本浩子委員 了解いたしました。 

○金兵智則委員長 他にございますか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

 なければ、採決に移ります。 

 議案第６号網走市職員退職手当支給条例の一部を

改正する条例制定について、全会一致をもって原案

可決すべきものと決定してよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○金兵智則委員長 続きまして、議案第９号網走市

簡易水道事業条例の一部を改正する条例制定につい

て説明を求めます。 

○吉田憲弘上水道課長 議案資料53ページ、資料７

号をごらん願います。 

 議案第９号網走市簡易水道事業条例の一部を改正

する条例制定について御説明いたします。 

 初めに、改正の趣旨でございますが、国は、事業

規模の小さい簡易水道事業の管理運営の効率化及び

経営基盤の強化のため、水道事業の統合・広域化を

推進していることから、当市において事業を行って

おります能取簡易水道事業と中央網走簡易水道事業

の２事業を統合し管理運営を行うため、当該条例の

所要の改正を行うものでございます。 

 次に、改正の内容でございますが、２事業の統合

後の名称を網走市簡易水道事業とし、給水区域、給

水人口、給水量については記載のとおりでございま

す。 

 施行期日については記載のとおりでございます。 

 以上でございます。 

○金兵智則委員長 質疑ありますでしょうか。 

○松浦敏司委員 能取の簡易水道については、今で

言えば北見市ですが、常呂町から水をいただいて供

給していたと思うのですが、料金だとか、矛盾だと

かは出ないのでしょうか。 

○吉田憲弘上水道課長 今回の統合についてですけ

れども、実際、給水区域内のお客様についての何か

変更事項は何もございません。 

○松浦敏司委員 私の認識が間違っているかもしれ

ませんが、能取の簡易水道については、買い入れの

水の料金が高いはずですよね。 

 北見市の料金よりも、よその行政区に水を譲ると

いうようなことで、その辺での料金の点では能取の

地域も、それから、今回の中央地区の住民の給水料

金と料金的には変わらないというふうになるのでし

ょうか。 

○吉田憲弘上水道課長 料金等の体系については変

わることはございません。 

 ここで、統合についての定義なのですが、統合に

ついては２種類ありまして、既存の給水区域と給水

区域が10キロ未満の場合、施設の統合接続をし、安

定供給を図るということでのハード統合と、10キロ

以上ではあるのですが管理や会計を一本化するとい

う、それによって事業の効率化を図るというソフト

統合がございます。 

 当市の場合については、そのソフト統合に該当し

ていまして、なおかつ、現在の能取簡水と中央網走

とも管理また会計は既に一本化されておりますの

で、その点についての変更事項はございません。 

○松浦敏司委員 理解しました。 

○金兵智則委員長 他にございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

なければ採決に移ります。 

 議案第９号網走市簡易水道事業条例の一部を改正

する条例制定について、全会一致をもって原案可決

すべきものと決定してよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○金兵智則委員長 それでは次に移ります。 

 議案第10号網走市公共下水道スラッジセンター脱
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水設備外更新工事（機械）請負契約の締結について

説明を求めます。 

○中村昭彦下水道課長 議案資料54ページ、資料８

号をごらん願います。 

 下水道課所管の議案第10号網走市公共下水道スラ

ッジセンター脱水設備外更新工事（機械）の請負契

約について御説明いたします。 

 契約の内容でございますが、入札は平成29年５月

25日に指名競争入札にて実施しております。 

 落札者の西原環境・そうけん特定建設工事共同企

業体と１億9,656万円で契約を行おうとするもので

ございます。 

 工事完成予定日は、平成30年３月20日でございま

す。 

 次に、工事の概要でございますが、港町にありま

すスラッジセンターの汚泥処理における汚泥脱水設

備、消化設備の更新を行うものでございます。 

 説明は以上でございます。 

○金兵智則委員長 質疑に入ります。 

○松浦敏司委員 指名競争入札ということでありま

すが、何社でこの入札を行ったのか伺います。 

○中村昭彦下水道課長 市外のプラントメーカーさ

んは５社、市内の水道施設設置業者としまして７

社、そこで共同企業体を組んでいただいておりま

す。 

○松浦敏司委員 その結果として、ここにおさまっ

たということでしょう。 

○中村昭彦下水道課長 それから、３つの企業体が

入札参加しております。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

○金兵智則委員長 他にございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

なければここでお諮りをします。 

 議案第10号網走市公共下水道スラッジセンター脱

水設備外更新工事（機械）請負契約の締結につい

て、全会一致をもって原案可決すべきものと決定し

てよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

では、そのようにいたします。 

 

○金兵智則委員長 続きまして、議案第11号網走市

消火ガス発電設備設置工事請負契約の締結について

説明を求めます。 

○中村昭彦下水道課長 議案資料56ページ、資料第

９号をごらん願います。 

 下水道課所管の議案第11号網走市消化ガス発電設

備設置工事の請負契約について御説明いたします。 

 契約の内容でございますが、入札執行は、平成29

年５月25日に一般競争入札にて実施しております。 

 落札者の株式会社神鋼環境ソリューションと２億

304万円で契約を行おうとするものでございます。 

 工事完成予定日は、平成30年７月31日でございま

す。 

 次に、工事の概要でございますが、港町にありま

すスラッジセンターの汚泥処理における消化槽から

発生するガスを利用して発電する設備の設置工事を

行うものでございます。 

 説明は以上でございます。 

○金兵智則委員長 質疑に入ります。 

○永本浩子委員 今回のこの消化ガス発電設備に関

しては一般競争入札ということで、指名競争入札に

するものと一般競争入札にするものとのこの違いと

いうのは何か、市としての線引きはあるのでしょう

か。 

○佐々木浩司水道部長 一般競争入札と指名競争入

札をどういうふうに使い分けるかなのですが、指名

競争入札につきましては、市内で工事の実績がある

ような業者さんはある程度わかりますので、その辺

を考えて指名競争入札ということにしております。 

 今回の消化ガスの場合、市内で消化ガスの発電を

するという業者さんはまずいないということと、幅

広くその辺できる業者さんを選定しなければならな

いということで、一定の条件をつけた中で、広く公

募して一般競争入札ということで今回させていただ

きました。 

○永本浩子委員 よくわかりました。 

 そして今回一般競争入札ということで、どれぐら

いの企業が入札に加わったのでしょうか。 

○中村昭彦下水道課長 一般競争入札に申請してき

た方は１社でございます。 

○永本浩子委員 １社だけということで、この神鋼

環境ソリューションという所に決まったということ

ですね。 

 金額的にも市としてもおおよそ思っていた金額と

合致したということで、よろしいということです

ね。確認ですけれども。 

○中村昭彦下水道課長 予定価格より安く入札して

いただいたので、契約を行おうと思うものでござい

ます。 

○永本浩子委員 了解いたしました。 
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○金兵智則委員長 他にございますか。 

○松浦敏司委員 平成30年７月ですから、およそ１

年後に完成するということになるのだろうと思うの

ですが、これによって発電をするということですか

ら、発電開始というのはいつごろ予定をしているの

でしょう。 

○中村昭彦下水道課長 今の予定としては、平成30

年８月１日から発電を予定しております。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 これによって相当発電がされるということで、市

にとっても大いに寄与するものだというふうに思い

ますので、理解いたしました。 

○金兵智則委員長 他にございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

なければ採決に移ります。 

 議案第11号網走市消化ガス発電設備設置工事請負

契約の締結について、全会一致をもって原案可決す

べきものと決定してよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○金兵智則委員長 次に移ります。 

 議案第14号辺地に係る公共的施設の総合整備計画

の変更について説明を求めます。 

○林幸一財政課長 議案第14号及び議案資料の61ペ

ージ、資料12号をごらんいただきたいと思います。 

 議案第14号辺地に係る公共的施設の総合整備計画

の変更について御説明申し上げます。 

 「辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政

上の特別措置等に関する法律」第３条第８項の規定

により、総合整備計画を変更するものでございま

す。 

 計画の変更点でございますが、平成26年度より取

り組んでおります郊外地区における道路の舗装化と

雨水側溝の整備を実施するもので、対象となる地域

と事業費は、浦士別辺地での道路整備として200万

円を追加するものです。 

 このうち、平成29年度の当初予算には1,000万円

を計上しております。 

 本計画は北海道知事との協議が整っておりますの

で、今回、御審議の上、議決をいただきました後

に、総務大臣に提出することとなります。 

 このことにより、財政上有利な辺地債の発行が可

能となり、元利償還金の80％が地方交付税に算入さ

れることとなります。 

 説明は以上でございます。 

○金兵智則委員長 質疑ございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

なければ、採決に移ります。 

 議案第14号辺地に係る公共的施設の総合整備計画

の変更について、全会一致をもって原案可決すべき

ものと決定してよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

ここで理事者入れかえのため、暫時休憩いたしま

す。 

             午後１時51分休憩 

             午後１時53分再開 

○金兵智則委員長 次に、請願２件、陳情１件につ

いて審査をいたします。 

 まず初めに、請願第14号地方財政の充実・強化を

求める意見書提出についての請願について審査をい

たします。 

○川原田英世委員 例年も上がっている請願であり

ますが、地方財政の充実・強化を求めるとは、ごく

ごく地方自治体としても当たり前の請願内容だとい

うふうに思いますので、ぜひともこれは通すべきだ

というふうに思います。 

 以上です。 

○金兵智則委員長 他にございますか。 

○永本浩子委員 公明クラブといたしましても、地

方財政の充実・強化ということはとても大事なこと

ですので、公明党としても、国のほうに意見書を上

げたりもしているものなのですけれども、ちょっと

３番の地方交付税における「トップランナー方式」

の導入は、地域によって人口規模・事業規模の差

異、各自治体における検討経過や民間産業の展開度

合いの違いを無視して経費を算定するものであり、

廃止・縮小を含めた検討を行うこととあるのですけ

れども、この「トップランナー方式」の導入はそれ

ぞれ自治体によってこういった事情は確かにあると

は思うのですが、自治体として努力しているところ

を認めていくという方向性で骨太の方針ということ

で出てきたものなので、これを廃止・縮小にしてし

まって、どこの自治体も同じような感じで地方交付

税が配置されるというのは、ここだけがちょっと引

っかかるかなということで、もしここがなければ、

採択したいところなのですけれども。 

○松浦敏司委員 まさに今言ったことは全く逆で、

本来地方交付税というのは、努力するしないにかか

わらず、地方財政の状況は、それぞれ収入も違えば

人口も違うという中で、全国どの自治体も公平にと
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いうことで地方交付税というのはあるわけで、この

「トップランナー方式」はその中で、努力という言

い方もあるけれども、いわゆるその地方交付税その

ものが公平性を欠くような形に結果としてなるので

す。 

 例えば、自治体の職員を減らすだとか、図書館な

り何なり民間委託するだとか、あるいは、指定管理

者制度にどんどん移していくというようなことをや

れば、そこにたくさんの交付税を出しますよという

ような、いわばそんな形が「トップランナー方式」

なので、まさにこの中で言っている「トップランナ

ー方式」というのは非常に地方財政にとってネック

になっていると私は思いますので、これは非常に大

事な部分だというふうに思うので、削らないほうが

いいだろうというのが私の考えで、この請願につい

ては当然これまでも採択をしてきましたし、私は採

択すべきだと思います。 

○金兵智則委員長 他にございますか。 

○小田部照委員 私も全文同意できますので、採択

すべきだと思います。 

○古都宣裕委員 私も採択で構わないと思っていま 

 以上です。 

○立崎聡一副委員長 基本的に採択でいいとは思う

のですけれども、先ほど永本委員がおっしゃられた

とおり、「トップランナー方式」という言葉にちょ

っと違和感があるなというところがございます。 

 というのは、地方交付税におけるというふうにつ

いてはいるのですけれども、「トップランナー方

式」がまさに悪いような印象を受けかねないという

か、廃止・縮小というふうに書いてあるので、その

辺ももうちょっと考えてはみたのですけれども、ど

うもこの文言がひっかかると、この文言がなければ

採択していいのではないかなというふうに私どもも

考えております。以上です。 

○金兵智則委員長 確認をさせていただいていいで

すか。 

 ３番の「廃止・縮小」という文言ということです

か。 

○立崎聡一副委員長 ３番をです。 

○渡部眞美委員 請願第14号の全文の中にこの願意

というのが入っていて、中段に「トップランナー方

式」の導入について、先ほど松浦委員がおっしゃっ

ていたように民間委託を前提とした云々ということ

が書いてありますし、この記のところに１から７ま

で事細かに書いてある中の３の部分が気になるとい

うことは承知しましたけれども、全体的な全文の中

の大きく受けとめた中で、これは請願者の願意の中

の詳細を記に書いたというふうに受けとめていく

と、ちょっとイメージが皆さん気になるところがあ

るのかもしれないけれど、大きく地方財政の充実・

強化を求めるといったことを地方からこういうもの

を採択して出していくといったようなことを求め

て、私はなるべくこういうのは提出していったほう

がいい請願だと思っていますので、採択の方向で何

とかならないかなと思っております。 

○金兵智則委員長 現状、３がある、なしの中でま

ず採択という意向は委員の皆さんの意見は一致して

いるのかなと委員長として思っております。 

 ３の扱いをどうするかということで、今、渡部委

員からもありましたけれども、永本委員いかがです

か。 

○永本浩子委員 ここの廃止・縮小を含めた検討を

行うことというこの表現ではなくて、例えば全国知

事会の中での高市総務大臣とのやりとりの中でも、

そういったその各自治体の状況等もよく考えてそこ

を考慮してだとかという言葉が返答としては出てき

ていたので、廃止・縮小ということではなくて、そ

ういう各自治体における地域によって人口規模や事

業規模の差異があるということをよく考慮した上で

の導入の仕方をお願いしたいとか、そういう形なら

どうなのでしょうか。 

○金兵智則委員長 討議に移ります。 

 御意見のある委員の皆さまいらっしゃいますか。 

○川原田英世委員 今の永本委員の発言を踏まえた

上で、要するに、廃止・縮小を求めた検討を行うこ

とではなくて、こういった問題も「トップランナー

方式」の中に一部あるので、十分に注意するわけで

はないけれども、そういった文書であればいいとい

うことですかね。 

○永本浩子委員 現実にはそういう自治体もあるの

は確かなので、そういったことも配慮に入れた上

で、自治体としての努力をしているところにも評価

を持っていくという、そういう新しいやり方もやは

り認めていくべきではないかなと思いますので。 

○金兵智則委員長 暫時休憩します。 

             午後２時02分休憩 

             午後２時03分再開 

○金兵智則委員長 再開いたします。 

 それでは請願第14号地方財政の充実・強化を求め

る意見書提出についての請願につきましては、全会
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一致をもって採択すべきものと決定したいというふ

うに思います。 

 よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○金兵智則委員長 次に、請願第15号平成29年度北

海道最低賃金改正等に関する意見書提出についての

請願について審査したいというふうに思います。 

 委員の皆さんの意見をお願いいたします。 

○川原田英世委員 紹介議員に名前が載っているの

ですけれども、これも、例年提出させていただいて

いるとおりであります。 

 やはり、1,000円を目指すというところ、現実的

な社会的な景気の動向等ももちろん踏まえていかな

くてはならないのですけれども、その全文等にも記

載させていただいているとおりでありますけれど

も、やはり、大幅に賃金を上げていくということ

は、地域からも声を上げていく必要があることでは

ないかというふうに思いますので、ぜひともこれは

通すべきだというふうに思います。 

○金兵智則委員長 他に。 

○松浦敏司委員 この請願についても、よく理解で

きるというふうに思います。 

 特に今、もはや最低賃金が1,500円というふうに

主張されるような時期にも来ていると。 

 しかし、そういう中では、当面1,000円というふ

うにもここには書かれております。 

 そういう意味では、必要なものだというふうに思

いますし、当然、これは機械的にやるというふうに

はならないと思いますが、中小零細業者に対する国

もそれにバックアップするようなこともしていかな

いと、単純に1,000円とか1,500円というふうにはな

らないとは思いますが、いずれにしても、この最低

賃金を引き上げると、食べていける賃金にするとい

う点では当然必要だというふうに思いますので、採

択ということでいいかと思います。 

○金兵智則委員長 他に。 

○永本浩子委員 公明党としましても、この最低賃

金1,000円を目指そうというのは以前から言ってい

る内容ですので、特に北海道はもっともっと上げて

いかないと。 

いろいろな声を聞いていまして、大変な状況だな

というのはひしひしと感じていますので、これはぜ

ひ採択でと思います。 

 その中でも、現実的には中小企業にとっては余り

急激な賃上げになってしまうと、それで経営が圧迫

されてつぶれてしまうところも出てくるなどという

ことがあってはいけないので、そのバランスが大事

だとは思うのですけれども、３番のところに、「中

小企業に対する支援の充実と安定した経営を可能と

する実効ある対策を」ということが書かれてあるの

で、採択でお願いしたいと思います。 

○金兵智則委員長 他にございますか。 

○小田部照委員 私も全文同意いたしますので、採

択すべきだと思います。 

○金兵智則委員長 他に。 

○古都宣裕委員 私も採択の方向で、中小企業側の

立場から見ていきなり雇用の賃金を上げるというの

は厳しい部分もあると思いますけれど、文章の中に

景気状況に配慮しつつという一文が入っていること

もあり、採択の方向でいいと思います。 

○金兵智則委員長 他にございますか。 

○立崎聡一副委員長 皆さんいろいろお話されたと

おり、最低賃金ということで、基本的には採択の方

向でいきたいというふうに思います。 

 方向感はよくわかります。 

 先ほど松浦委員もおっしゃっていたとおり、食べ

ていかれるような賃金をと。 

 ただ企業側の中小企業、先ほど永本委員もおっし

ゃっていましたけれど、３番のほうに中小企業に対

する支援の充実という文言も載っております。 

 景気の上向きとあわせて、やはり進めていかない

と賃金ばかり上げても経営が成り立たないというこ

とも考えられると思いますので、そのあたりは十分

注視された上で、やっていただければというふうに

思います。 

○金兵智則委員長 それでは、請願第15号平成29年

度北海道最低賃金改正等に関する意見書提出につい

ての請願につきましては、全会一致をもって採択す

べきものと決定してよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

そのようにします。 

 

○金兵智則委員長 続きまして、陳情第33号テロ等

準備罪の立法について必要な事実を正確に伝えなが

ら国民的議論を喚起することを求める陳情につい

て、委員の皆さんの意見をお伺いしたいというふう

に思います。 

○川原田英世委員 陳情の全文を読ませていただき

まして、非常に理解できる内容ではあるのですが、
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記の２番にあるように、「採決は行わず」というこ

とですけれども、本日、まさに採決が行われたとい

うことでありますので、これは、これからどういう

形で陳情者が考えるのかなというところもあります

けれども、現段階では、結果を出すことなくという

方向になるのかなというふうに考えております。 

 継続ということで。 

○松浦敏司委員 非常に信じられない国会運営がな

されていて、参議院の法務委員会の審議の途中、突

如それを打ち切って、本会議に中間報告という形を

とって強行するというのは、私、64年生きています

けれども、このようなことは初めて、まさにこれ

は、参議院の自殺行為というふうに言わなければな

らない状況だと思います。 

 テロ等準備罪というふうになっているけれども、

国連の専門委員の人も言っているように、テロとは

関係ありませんというふうに言っています。 

 しかし、こういう名前を使って法律をつくってし

まったと。 

 結果として、私はこの陳情は採択すべきだと思い

ますが、けさ７時ちょっと過ぎに強行したというこ

とが極めて遺憾であるし、あってはならないことだ

と思います。 

 ましてや国会という立法府でこのようなことをや

って、とんでもないというふうに私は怒りを込めて

言いたいというふうに思います。 

 記の２のところでは、採択を行わずというふうに

なっているのだけれども、行ってしまったという点

では、この辺をどうするかという問題もあるのです

けれども、私の思いとしては、こういうふうに通っ

たとしても、地方の声として共謀罪という極めて私

たちの日常、暮らしの中でプライバシーを侵害され

る内心を侵されるというようなメールや、あるいは

ＬＩＮＥなどが勝手に警察の思いでのぞかれるとい

うことが平然としてやられるということが認められ

るという法律ですから、まさに平成の治安維持法と

言われているように、大変な法律ができてしまった

ということで、怒りを込めて採択をすべきだという

ふうに考えています。 

○金兵智則委員長 他にございますか。 

○永本浩子委員 今、いろいろと御意見がありまし

たけれども、私といたしましては、このテロ等準備

罪というのは、日本は世界187カ国が締結している

このＴＯＣ条約に2000年に署名をして、2003年に国

会でも入りたいということで決議がされたにもかか

わらず入れない状態が続いていて、国連加盟国の中

でまだ入れていないのは日本を入れて11カ国のみと

いうことで、状況としても、網走でもラグビーのス

ポーツ合宿が行われておりますけれども、日本でラ

グビーのワールドカップが行われ、2020年には東京

オリンピック・パラリンピックが行われるという世

界的に注目のイベントがあり、テロリストに本当に

狙われる可能性が高いこの時期を迎えるに当たって

も、まだ、このＴＯＣ条約に加盟できないままで

は、本当に国民の安全、そしてまた世界に対する責

任もとれないのではないかと思います。 

 このＴＯＣ条約に早急に加盟し締結するために

も、このテロ等準備罪の国内法の整備というのは、

大変大事なことだと私は思っておりますので、先ほ

ど内心の自由を侵害するというお話もありましたけ

れども、公明党といたしましても、この点は本当に

やはりきちんと配慮をしていかないと大変だという

ことで、そのために二重三重の限定ということで、

最初に重大な犯罪の実行を結合の目的とする組織的

犯罪集団ということにまず限定をして、さらに共謀

罪と違う点が、具体的・現実的な計画とそれに基づ

く準備行為があった場合ということで限定をしてお

りますので、この内心の自由を害するものではない

と私は思っておりますので、この陳情に関しては、

不採択ということでお願いしたいと思います。 

○金兵智則委員長 他にございますか。 

○小田部照委員 私も委員それぞれの主義主張の問

題だと思います。 

 これは、私個人的には国の推移を見守るべきだと

思いますので、これには賛同できないという形で不

採択でお願いしたいと思います。 

○古都宣裕委員 私のほうからも、日本はスパイ大

国と言われるぐらい情報等には疎いところがあっ

て、そういった意味でも必要な部分というのもわか

るのですけれども、陳情にあるとおり、まだまだ議

論が成熟されていない部分というのも確かに見受け

られることから、私はこの中の記の２また３は、１

と重複する意味合いがあることから、記の２と３を

削った上で、もう少し国民的な議論を得て検討する

ことという部分に対しては賛同できるので、記のう

ちの２は、もう採決を行っているような状態なの

で、そのうち２と３を削除すれば、私は採択しても

いいのかなと思っております。 

○金兵智則委員長 皆様からの意見をいただきまし

たけれども、それぞれ「採択」、「継続」、「不採
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択」ということで意見の一致を見なかったというこ

とで、この陳情につきましては、閉会中継続審査と

いうことに決定したいと思いますがそれでよろしい

でしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

では、そのようにいたします。 

 ここで意見書案の印刷配布を行いますので、暫時

休憩したいというふうに思います。 

             午後２時15分休憩 

             午後２時28分再開 

○金兵智則委員長 それでは、再開をいたします。 

 意見書案の前に、職員課長から発言を求められて

おりますので、発言を許可します。 

○小松広典職員課長 先ほどの議案第６号網走市職

員退職手当支給条例の一部改正の質疑におきまし

て、永本委員からの雇用情勢が悪い地域というとこ

ろの説明で、網走市は該当しないということでお答

えしたのですけれども、北海道については、札幌公

共職業安定所の管轄区域を除き、「全域該当してい

る」、「ほかの地域は該当している」ということ

で、訂正しておわびさせていただきたいと思いま

す。 

○金兵智則委員長 何かございますでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

それでは、意見書案がお手元に配られているかと

思いますが、御一読いただきたいというふうに思い

ます。 

 この意見書案２件につきましては、委員長名によ

り委員会として本会議に上程することに決定してよ

ろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

また、意見書の提出先は地方自治法第99条の規定

に基づき、関係行政庁に提出することに決定してよ

ろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

それでは、この後その他としまして、所管事務調

査の実施についてなどを御協議いただきたいと思い

ますので、ここで理事者退席のため、暫時休憩いた

します。 

             午後２時30分休憩 

             午後２時31分再開 

○金兵智則委員長 再開をいたします。 

 まず、その他ですけれども、まず１項目めが所管

事務調査の実施についてでありますが、皆さんのお

手元に案が配られておりますけれども、これでよろ

しいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

何かありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

ありますか。この内容でよろしかったでしょう

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

それでは、これにて決定とさせていただきます。 

 

○金兵智則委員長 ２項目めに移ります。 

 行政視察についてであります。 

 まず今年度の行政視察について御協議願います。 

 まず初めに、行政視察を実施するかどうかについ

てはいかがいたしましょうか。 

〔「実施する」と呼ぶ者あり〕 

実施するということでよろしかったでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

ではそのように、今年度も実施するということ

で。 

実施するとした場合に、日程・視察項目・視察先

などを御協議願いたいというふうに思いますが、例

年改選期は10月に実施しております。 

 また、視察項目・視察先についてなのですが、き

ょうのきょうというところで案をお持ちの方がもし

いればですけれど、ちょっと難しいのかなというふ

うに思いますので、今開会中にもう一度委員会を開

きたいと思いますけれど、21日にもう一度やりたい

というふうに思っていますので、そのときまでに案

を持ってきていただきたいというふうに思います

が、それでよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

一応、例年どおり10月に実施とした場合、視察先

と日程調整などの都合上、７月上旬をめどに決定し

ていきたいというふうに思いますので、なるべく次

の委員会であらあら決めたいというふうに思います

ので、御協力のほどよろしくお願いをいたします。 

○永本浩子委員 今回の行政視察も前回同様、議会

報告会に連動する形ということになるのでしょう

か。そうすると、時期的にはすごく難しいですよ

ね。 

○金兵智則委員長 今のところ、そのような話は来

ておりませんので、そのようなことは時間的なもの

も含めてちょっと難しいのかなと思っております。 

 よろしいでしょうか。 

○松浦敏司委員 今回も総務経済委員会に所属させ
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ていただいて、その前からちょっと考えていたの

は、昨年でしたか、厚木市の担当者が網走に来て、

防災について講演しているのです。 

 防災に関係して、厚木市が相当進んでいるという

話も聞いたので、一つには、厚木市は友好都市でも

あるのですけれども、厚木市の防災について調べた

いなというような私の思いはあります。 

○金兵智則委員長 ちなみに、厚木市の防災につい

ては、何年か前に総務文教委員会で、以前の委員会

のときに、一度、厚木市に行って見てきているのは

見てきているのです。 

 たしかそのときは、シティーセールスについてと

いうことと防災についてということで、ぼうさいの

丘公園のほうを拝見させていただいたことがありま

す。 

私は行っていますね。 

 改めてもう一度ということでもいいのかもしれな

いのですが、それらも含めて６月21日の委員会の時

に精査したいなと思いますが、どうでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

では、そのようにしていきたいというふうに思い

ます。 

 

○金兵智則委員長 続きまして３番目、作況調査の

実施についてです。 

 今年度の作況調査の実施について、実施するのか

しないかを御協議願いたいと思います。 

 ちなみに参考までに、昨年度は平成28年８月３日

に嘉多山地区・中園地区・音根内地区・八坂地区・

北浜でん粉工場ということで、畑の作況調査等を行

っているという状況であります。 

 いかがでしょうか。 

〔「実施する」と呼ぶ者あり〕 

では、実施するという方向で、内容につきまして

は、それも21日にしますか。 

 あと、見せていただく先の関係もありますので、

何か特段御意見があれば21日に、なければ正副に一

任という形にしていただければいいかなと思います

が、よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

では、そのようにさせていただきたいというふうに

思います。 

 その他、委員の皆さんから何かありますでしょう

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

なければ、これをもちまして総務経済委員会を終

了させていただきます。 

 お疲れさまでした。 

午後２時37分閉会 
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